
公 示 第 ７ ５ 号

令和５年４月２５日

業 者 各 位

支出負担行為担当官

防衛装備庁長官官房会計官付

経 理 室 長 木 暮 聡

（公印省略）

公 示

入札及び契約心得の一部を、別紙のとおり改正し、令和５年５月１日から適用しますの

で、お知らせします。

添付書類：別紙



改 正 後 改 正 前

入札及び契約心得（地方調達） 入札及び契約心得（地方調達）

10.16 人権尊重の取組 [項を加える]

相手方は「責任あるサプライチ

ェーン等における人権尊重のための

ガイドライン」（令和４年９月１３

日ビジネスと人権に関する行動計画

の実施に係る関係府省庁施策推進・

連絡会議決定）を踏まえて人権尊重

に取り組むよう努めるものとする。

10.17 [略] 10.16 [同左]

別紙様式第６ 別紙様式第６

物品製造請負契約条項 物品製造請負契約条項

第１条～第 36条 [略] 第１条～第 36条 [同左]

（その他） [条を加える]

第 37 条 この契約においては、乙は

「責任あるサプライチェーン等にお

ける人権尊重のためのガイドライ

ン」（令和４年９月１３日ビジネス

と人権に関する行動計画の実施に係

る関係府省庁施策推進・連絡会議決

定）を踏まえて人権尊重に取り組む

よう努めるものとする。

第 38条 [略] 第 37条 [同左]

別紙様式第７ 別紙様式第７

役務請負契約条項 役務請負契約条項

第１条～第 43条 [略] 第１条～第 43条 [同左]

（その他） [条を加える]

第 44 条 この契約においては、乙は

「責任あるサプライチェーン等にお

ける人権尊重のためのガイドライ

ン」（令和４年９月１３日ビジネス

と人権に関する行動計画の実施に係

る関係府省庁施策推進・連絡会議決

定）を踏まえて人権尊重に取り組む

よう努めるものとする。

第 45条 [略] 第 44条 [同左]

別紙様式第８ 別紙様式第８

物品売買契約条項 物品売買契約条項



第１条～第 29条 [略] 第１条～第 29条 [同左]

（その他） [条を加える]

第 30 条 この契約においては、乙は

「責任あるサプライチェーン等にお

ける人権尊重のためのガイドライ

ン」（令和４年９月１３日ビジネス

と人権に関する行動計画の実施に係

る関係府省庁施策推進・連絡会議決

定）を踏まえて人権尊重に取り組む

よう努めるものとする。

第 31条 [略] 第 30条 [同左]

別紙様式第９ 別紙様式第９

建設工事請負契約書 建設工事請負契約書

第１条～第 67条 [略] 第１条～第 67条 [同左]

（その他） [条を加える]

第６８条 この契約においては、乙は

「責任あるサプライチェーン等にお

ける人権尊重のためのガイドライ

ン」（令和４年９月１３日ビジネス

と人権に関する行動計画の実施に係

る関係府省庁施策推進・連絡会議決

定）を踏まえて人権尊重に取り組む

よう努めるものとする。

別紙様式第 10 別紙様式第 10
技術支援契約条項 技術支援契約条項

第１条～第 21条 [略] 第１条～第 21条 [同左]

（その他） [条を加える]

第２２条 この契約においては、乙は

「責任あるサプライチェーン等にお

ける人権尊重のためのガイドライ

ン」（令和４年９月１３日ビジネス

と人権に関する行動計画の実施に係

る関係府省庁施策推進・連絡会議決

定）を踏まえて人権尊重に取り組む

よう努めるものとする。

第 23条 [略] 第 22条 [同左]

別紙様式第 11 別紙様式第 11
賃借契約条項 賃借契約条項

第１条～第 19条 [略] 第１条～第 19条 [同左]

（その他） （その他）

第 20 条 この契約書に定めのない事 第 20 条 この契約書に定めのない事

項については、必要に応じて甲乙協 項については、必要に応じて甲乙協



議のうえこれを定めるものとする。 議のうえこれを定めるものとする。

２ この契約においては、乙は「責任 [号を加える]

あるサプライチェーン等における人

権尊重のためのガイドライン」（令

和４年９月１３日ビジネスと人権に

関する行動計画の実施に係る関係府

省庁施策推進・連絡会議決定）を踏

まえて人権尊重に取り組むよう努め

るものとする。

第 21条 [略] 第 21条 [同左]

別紙様式第 12 別紙様式第 12
単価契約条項 単価契約条項

第１条～第 23条 [略] 第１条～第 23条 [同左]

（その他） [条を加える]

第 24 条 この契約においては、乙は

「責任あるサプライチェーン等にお

ける人権尊重のためのガイドライ

ン」（令和４年９月１３日ビジネス

と人権に関する行動計画の実施に係

る関係府省庁施策推進・連絡会議決

定）を踏まえて人権尊重に取り組む

よう努めるものとする。

第 25条～第 27条 [略] 第 24条～第 26条 [同左]

別紙様式第 13 別紙様式第 13
委託契約条項 委託契約条項

第１条～第 42条 [略] 第１条～第 42条 [同左]

（その他） （その他）

第 43 条 この契約に定められていな 第 43 条 この契約に定められていな

い事項及びこの契約の履行について い事項及びこの契約の履行について

甲乙間に意見の相違又は疑義が生じ 甲乙間に意見の相違又は疑義が生じ

たときは、その都度甲乙協議して定 たときは、その都度甲乙協議して定

めるものとする。 めるものとする。

２ この契約においては、乙は「責任 [号を加える]

あるサプライチェーン等における人

権尊重のためのガイドライン」（令

和４年９月１３日ビジネスと人権に

関する行動計画の実施に係る関係府

省庁施策推進・連絡会議決定）を踏

まえて人権尊重に取り組むよう努め

るものとする。

第 44条 [略] 第 44条 [同左]

別紙様式第 13-1 別紙様式第 13-1



役務等請負契約条項 役務等請負契約条項

第１条～第 20条 [略] 第１条～第 20条 [同左]

（その他） （その他）

第 21 条 この契約に定められていな 第 21 条 この契約に定められていな

い事項及びこの契約の履行について い事項及びこの契約の履行について

甲乙間に意見の相違又は疑義が生じ 甲乙間に意見の相違又は疑義が生じ

たときは、その都度甲乙協議して解 たときは、その都度甲乙協議して解

決を図るものとする。 決を図るものとする。

２ この契約においては、乙は「責任 [号を加える]

あるサプライチェーン等における人

権尊重のためのガイドライン」（令

和４年９月１３日ビジネスと人権に

関する行動計画の実施に係る関係府

省庁施策推進・連絡会議決定）を踏

まえて人権尊重に取り組むよう努め

るものとする。

第 22条 [略] 第 22条 [同左]

別紙様式第３５ 別紙様式第３５

契約金額の精算に関する特約条項 契約金額の精算に関する特約条項

（適用する経費率との関係） （適用する経費率との関係）

第８条 [略] 第８条 [略]

２ 甲は、原価監査に当たって乙が求 ２ 甲は、原価監査に当たって乙が求

めたときは、この特約条項並びに資 めたときは、この特約条項並びに資

料の信頼性確保及び制度調査の実施 料の信頼性確保及び制度調査の実施

に関する特約条項に定める乙の債務 に関する特約条項に定める乙の債務

についての不履行が確認されない限 についての不履行が確認されない限

り、乙の実際の総原価（甲が原価監 り、乙の実際の総原価（甲が原価監

査によって確認した適正な原価に、 査によって確認した適正な原価に、

乙が使用する実際の経費率（調達物 乙が使用する実際の経費率（調達物

品等の予定価格の算定基準に関する 品等の予定価格の算定基準に関する

訓令（昭和３７年防衛庁訓令第３５ 訓令（昭和３７年防衛庁訓令第３５

号）第３６条に規定する非原価項目 号）第４２条に規定する非原価項目

を除いて算定したものに限る。）を を除いて算定したものに限る。）を

適用して算出した総原価をいう。） 適用して算出した総原価をいう。）

をもって実績として扱うものとす をもって実績として扱うものとす

る。 る。

付紙 付紙

原価監査実施基準 原価監査実施基準

６ 原価監査手続 ６ 原価監査手続

⑺ 直接経費の原価監査 ⑺ 直接経費の原価監査

ウ 原価監査手順 ウ 原価監査手順

(ｵ) [略] (ｵ) [略]

ａ [略] ａ [略]

ｂ 仮設費については、これ ｂ 仮設工事費については、



に要した材料費、加工費及 これに要した材料費、加工

び経費の明細書の提示を求 費及び経費の明細書の提示

め、必要とした理由、残存 を求め、必要とした理由、

価値等について審査するも 残存価値等について審査す

のとする。 るものとする。

ｃ～ｊ [略] ｃ～ｊ [略]

エ 容認及び否認 エ 容認及び否認

(ｲ) [略] (ｲ) [略]

ａ [略] ａ [略]

ｂ 仮設費の残存価値の評価 ｂ 仮設工事の残存価値の評

は、事業基準に定めるとこ 価は、事業基準に定めると

ろによる。ただし、事業基 ころによる。ただし、事業

準に定めのない場合は、残 基準に定めのない場合は、

存材料等の処分価格又は利 残存材料等の処分価格又は

用価値から撤去に要する費 利用価値から撤去に要する

用を控除した額とし、控除 費用を控除した額とし、控

額を定めることが困難な場 除額を定めることが困難な

合は、消費材料費の 50/100 場合は、消費材料費の 50/100
とする。 とする。

ｃ～ｇ [略] ｃ～ｇ [略]

別紙様式第３６ 別紙様式第３６

資料の信頼性確保及び制度調査の実施 資料の信頼性確保及び制度調査の実施

に関する特約条項 に関する特約条項

（適用する経費率との関係） （適用する経費率との関係）

第８条 [略] 第８条 [略]

２ 甲は、この特約条項を原価監査付 ２ 甲は、この特約条項を原価監査付

契約に付した場合であって、原価監 契約に付した場合であって、原価監

査に当たって乙が求めたときは、こ 査に当たって乙が求めたときは、こ

の特約条項及び原価監査付契約に係 の特約条項及び原価監査付契約に係

る特約条項に定める乙の債務につい る特約条項に定める乙の債務につい

ての不履行が確認されない限り、乙 ての不履行が確認されない限り、乙

の実際の総原価（甲が原価監査によ の実際の総原価（甲が原価監査によ

って確認した適正な原価に、乙が使 って確認した適正な原価に、乙が使

用する実際の経費率（調達物品等の 用する実際の経費率（調達物品等の

予定価格の算定基準に関する訓令 予定価格の算定基準に関する訓令

（昭和３７年防衛庁訓令第３５号） （昭和３７年防衛庁訓令第３５号）

第３６条に規定する非原価項目を除 第４２条に規定する非原価項目を除

いて算定したものに限る。）を適用 いて算定したものに限る。）を適用

して算出した総原価をいう。）をも して算出した総原価をいう。）をも

って実績として扱うものとする。 って実績として扱うものとする。

備考 表中の［ ］の記載は注記である。


